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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内面側に位置する表面シートと、
　外面側に位置し透明および半透明のいずれかで不透液性を有する裏面シートと、
　前記表面シートと裏面シートとの間に配設され吸液性シートとを具備し、
　この吸液性シートは、織布あるいは不織布にて形成されたガーゼで構成された複数の吸
収性拡散シートと、これら複数の吸収性拡散シートの間に積層され高吸収性を有する高吸
収性樹脂を含むシートで構成された吸収性保持シートとを備え、
　前記表面シート、吸液性シートおよび裏面シートの積層体は、外面側から目視した状態
で不透明で、
　前記裏面シートおよび吸液性シートの少なくともいずれか一方には、交差する２方向に
向けて一定間隔で模様が設けられている
　ことを特徴とした創傷被覆材。
【請求項２】
　模様は、直交する縦方向および横方向に向けて一定間隔で直線が設けられて構成された
格子模様である
　ことを特徴とした請求項１記載の創傷被覆材。
【請求項３】
　模様は、交差する２方向に向けて一定間隔に設けられた点模様および十字模様のいずれ
かである
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　ことを特徴とした請求項１記載の創傷被覆材。
【請求項４】
　模様は、体液に触れると変色する
　ことを特徴とした請求項１ないし３いずれか記載の創傷被覆材。
【請求項５】
　裏面シートおよび吸液性シートの少なくともいずれか一方の表面には、体液に触れると
発色する発色剤が付されている
　ことを特徴とした請求項１ないし４いずれか記載の創傷被覆材。
【請求項６】
　吸液性シートと裏面シートとを接着させ体液に触れると発色する発色剤が配合された接
着剤を具備している
　ことを特徴とする請求項１ないし５いずれか記載の創傷被覆材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の創傷部を被覆して治癒するために使用する創傷被覆材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の創傷被覆材としては、創傷部に当接させる側である内面側の表面シート
と、外面側の裏面シートとの間に、創傷部から滲出した体液を吸収させるための吸液性シ
ートが配設されて構成されている。さらに、この種の創傷被覆材の多くは、構成する部材
の少なくとも一部が不透明な部材で形成され、この創傷被覆材全体として不透明に形成さ
れている。
【０００３】
　このため、創傷部に創傷被覆材を当接させて治療する場合に、この創傷被覆材の外側か
ら創傷部の状態を目視して観察できない。このことから、この創傷被覆材の使用時の交換
時期については、体液が吸収性シートに浸透して、この吸収性シート内に体液が水平方向
に広がった部分の大きさを創傷被覆材の裏面シートを介して医師や看護師が観察して判断
することが多い。
【０００４】
　ところが、この創傷被覆材の裏面シートを構成する部材の色調や、創傷部から滲出した
体液の色によっては、この体液が吸液性シートに浸透して広がった部分の大きさを裏面シ
ートを介して観察して判断することが容易でない場合がある。この場合は、医師や看護師
などが創傷被覆材を定期的に剥がすなどして、創傷部に当接している表面シート側からの
体液の吸収性シートへの吸収の様子を直接観察して確認する必要がある。このため、この
創傷被覆材の交換時期の判断の手間がかかるおそれがある。
【０００５】
　さらに、この種の創傷被覆材としては、この創傷被覆材を創傷部に当接させて使用する
際に、この創傷部の経過観察を容易にするために、この創傷被覆材を構成する部材の一部
に創傷部の大きさを計測する目安となる格子模様が形成されている。また、この創傷被覆
材は、この創傷被覆材を構成する部材すべてが透明または半透明な部材で形成され、一般
的に吸液量の少ないヒドロゲル層が用いられている（例えば、特許文献１ないし４参照。
）。
【特許文献１】特公平５－６５１８４号公報
【特許文献２】特表平８－５０６０２８号公報
【特許文献３】特許第２６０４５４２号公報
【特許文献４】特許第２７６８４９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】



(3) JP 4901417 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

　しかしながら、上記創傷被覆材では、この創傷被覆材の外側から創傷部の状態を目視で
きるようにするために、この創傷被覆材を構成する部材すべてが透明または半透明な部材
で形成されているので、この創傷被覆材を構成する部材の色調や、創傷部から滲出した体
液の色によっては、この体液が吸液性シートに浸透して広がった部分の大きさの観察が容
易でないから、この体液の吸液量の確認が容易ではないという問題を有している。
【０００７】
　本発明は上記問題点に鑑みなされたもので、吸液量を容易に確認できる創傷被覆材を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の発明の創傷被覆材は、内面側に位置する表面シートと、外面側に位置し
透明および半透明のいずれかで不透液性を有する裏面シートと、前記表面シートと裏面シ
ートとの間に配設され吸液性シートとを具備し、この吸液性シートは、織布あるいは不織
布にて形成されたガーゼで構成された複数の吸収性拡散シートと、これら複数の吸収性拡
散シートの間に積層され高吸収性を有する高吸収性樹脂を含むシートで構成された吸収性
保持シートとを備え、前記表面シート、吸液性シートおよび裏面シートの積層体は、外面
側から目視した状態で不透明で、前記裏面シートおよび吸液性シートの少なくともいずれ
か一方には、交差する２方向に向けて一定間隔で模様が設けられているものである。
【０００９】
　請求項２記載の発明の創傷被覆材は、請求項１記載の創傷被覆材において、模様は、直
交する縦方向および横方向に向けて一定間隔で直線が設けられて構成された格子模様であ
るものである。
【００１０】
　請求項３記載の発明の創傷被覆材は、請求項１記載の創傷被覆材において、模様は、交
差する２方向に向けて一定間隔に設けられた点模様および十字模様のいずれかであるもの
である。
【００１１】
　請求項４記載の発明の創傷被覆材は、請求項１ないし３いずれか記載の創傷被覆材にお
いて、模様は、体液に触れると変色するものである。
【００１２】
　請求項５記載の発明の創傷被覆材は、請求項１ないし４いずれか記載の創傷被覆材にお
いて、裏面シートおよび吸液性シートの少なくともいずれか一方の表面には、体液に触れ
ると発色する発色剤が付されているものである。
【００１３】
　請求項６記載の発明の創傷被覆材は、請求項１ないし５いずれか記載の創傷被覆材にお
いて、吸液性シートと裏面シートとを接着させ体液に触れると発色する発色剤が配合され
た接着剤を具備しているものである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の創傷被覆材によれば、吸液性シートに浸透して吸液された液体の水平方
向に広がった部分の大きさを、透明および半透明のいずれかの裏面シートを介して視覚的
に確認できる。さらに、吸液性シートに浸透して広がった部分の大きさを、裏面シートお
よび吸液性シートの少なくともいずれか一方に設けた模様と容易に見比べて観察できるの
で、この吸液性シートの吸液量を容易に確認できる。
【００１５】
　請求項２記載の創傷被覆材によれば、格子模様のます目のうち、吸液性シートに浸透し
て吸液された液体が掛かる部分のます目の個数を計測することにより、この吸液性シート
に浸透して広がった部分の大きさをより容易かつ正確に確認できるから、この吸液性シー
トの吸液量をより容易かつ正確に確認できる。
【００１６】
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　請求項３記載の創傷被覆材によれば、吸液性シートに浸透して広がった部分の大きさは
、点模様および十字模様のいずれかで囲まれたます目の個数を計測することで確認できる
から、この吸液性シートの吸液量をより容易かつ正確に確認できる。
【００１７】
　請求項４記載の創傷被覆材によれば、体液が吸液性シートに浸透して広がった部分の大
きさが、裏面シートの外側から観察した場合に確認しにくい場合であっても、体液が触れ
た模様部分が変色するので、体液が吸液性シートに浸透して広がった部分の大きさを容易
に確認できる。
【００１８】
　請求項５記載の創傷被覆材によれば、体液が浸透して発色剤に触れると、この発色剤が
発色するので、この体液が吸液性シートに浸透して広がった部分の大きさを容易に確認で
きる。
【００１９】
　請求項６記載の創傷被覆材によれば、体液が浸透して接着剤に触れると、この接着剤に
配合した発色剤が発色するので、この体液が吸液性シートに浸透して広がった部分の大き
さを容易に確認できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明の創傷被覆材の第１の実施の形態の構成を、図１ないし図３を参照して説
明する。
【００２１】
　図１ないし図３において、１は創傷被覆材としての治療パッドで、この治療パッド１は
、例えば人体の切り傷、擦り傷などの創傷部に当接させて被覆させた状態で取り付けて、
この創傷部を治癒させる。また、この治療パッド１は、内面側に位置させる表面シート２
と、この表面シート２の裏面側に積層されて外周縁が周方向に亘って表面シートに図示し
ない接着剤にて接合され外面側に位置させる裏面シート３と、これら表面シート２と裏面
シート３との間に配設される吸液性シートとしての吸収性シート４を備えている。
【００２２】
　具体的に、表面シート２は、例えば平面視正方形状のシートであって、例えば人体の創
傷部に当接させる側のシートである。このため、この表面シートは、創傷部から滲出して
くる血液や体液などを透過させることが可能な透液性を有している。さらに、この表面シ
ート２は、創傷部に当接させても、この創傷部への負担が少ない素材で形成されているこ
とが好ましい。
【００２３】
　次いで、裏面シート３は、表面シート２と同じ大きさの平面視正方形状のシートであっ
て、吸収性シート４に浸透して吸収されて広がった部分の血液や体液の大きさＤを裏面シ
ート３の外側から目視できるようにするために、白色または淡色の色調のシートで形成さ
れている。また、この裏面シート３は、合成樹脂にて構成された合成樹脂シート５と、こ
の合成樹脂シート５の外面側に積層されて取り付けられた不織布シート６とで構成された
積層シートである。そして、これら合成樹脂シート５および不織布シート６のそれぞれは
、不透液性を有するとともに、透湿性を有することが好ましい。なお、この裏面シート３
としては、合成樹脂シート５の単層とすることもできる。
【００２４】
　さらに、この裏面シート３の不織布シート６の外側に位置する外面としての表面には、
図２および図３に示すように、交差する２方向、具体的には直交する縦方向Ａおよび横方
向Ｂのそれぞれに向けて一定間隔で直線Ｃが描かれて格子模様７が施されている。そして
、この格子模様７を構成する直線Ｃは、不織布シート６の表面の縦方向Ａおよび横方向Ｂ
のいずれかに沿って設けられている。さらに、この格子模様７は、不織布シート６の表面
の全面に設けられている。
【００２５】
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　また、吸収性シート４は、複数、例えば２枚の吸収性拡散シート11,12と、これら吸収
性拡散シート11,12の間に積層された吸収性保持シート13とを備えている。これら吸収性
拡散シート11,12および吸収性保持シート13は、例えば血液や体液などの液体を吸収でき
る吸液性を有しており、表面シート２および裏面シート３よりも縦方向および横方向のそ
れぞれにおいて小さな平面視正方形状に形成されている。
【００２６】
　なお、この吸収性シート４としては、少なくとも１枚以上の吸収性保持シート13を含ん
でおり、これら吸収性保持シート13や吸収性拡散シート11,12を適宜選択して組み合わせ
て使用することもできる。すなわち、この吸収性シート４は、一般に治療パッド１が多量
の血液や体液を吸収できるように設計されている。
【００２７】
　具体的に、表面側に位置する吸収性拡散シート12は、創傷部から滲出してきて表面シー
ト２を通過した血液や体液などを吸収しつつ拡散させるものである。さらに、吸収性保持
シート13は、創傷部から滲出して表面シート２を通過し吸収性拡散シート12にて拡散され
た血液や体液などを吸収して保持させるものである。また、裏面側に位置する吸収性拡散
シート11は、吸収性保持シート13から漏洩した血液や体液を吸収しつつ拡散させるもので
ある。
【００２８】
　そして、これら吸収性拡散シート11,12は、例えば織布あるいは不織布にて形成された
ガーゼで構成されている。また、吸収性保持シート13は、高吸水性を有する高吸収性樹脂
を含むシートなどで構成されている。なお、この吸収性保持シート13としては、高吸水性
樹脂粒子が２枚の吸水紙の間に介在させて挟み込んだものや、高吸水性樹脂粒子を粉砕パ
ルプと混合させた後にシート状に加工したものが適している。
【００２９】
　ここで、表面シート２と裏面シート３との間に吸収性シート４を介在させて積層させた
積層体である治療パッド１は、片側、例えば裏面側から目視した場合に、この治療パッド
１の表面シート２側を創傷部に当接させた状態でも裏面シート３側から創傷部が直接目視
できない程度に不透明に構成されている。すなわち、この治療パッド１は、表面シート２
と裏面シート３と吸収性シート４の吸収性拡散シート11,12および吸収性保持シート13と
の少なくともいずれか１つ以上が不透明なシートで形成されている。具体的に、この治療
パッド１は、吸収性シート４の吸収性保持シート13が不透明な白色のパルプ材で構成され
ており、裏面シート３が半透明なシートで形成されている。
【００３０】
　次に、上記第１実施の形態の創傷被覆材の作用を説明する。
【００３１】
　まず、治療パッド１の表面シート２の内面側を、人体の創傷部に当接させて、例えば図
示しない医療用テープなどで固定させる。
【００３２】
　このとき、この人体の創傷部から血液や体液が滲出してくる場合には、これら血液や体
液が表面シート２を通過して吸収性拡散シート12に吸収されつつ拡散される。
【００３３】
　さらに、この吸収性拡散シート12にて拡散された血液や体液は、吸収性保持シート13に
吸収されて保持される。また、吸収性保持シート13から漏洩した血液や体液は、吸収性拡
散シート11に吸収されつつ拡散される。
【００３４】
　この結果、人体の創傷部から滲出してくる血液や体液が治療パッド１にて適宜吸収され
て保持されるから、この治療パッド１が当接されている創傷部の状態が一定の状態に保持
されて、この創傷部が治癒されていく。
【００３５】
　このとき、この治療パッド１の裏面シート３を白色または淡色の色調のシートで形成し
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たことにより、この治療パッド１で覆った創傷部から滲出してくる血液や体液が吸収性シ
ート４に浸透して水平方向に広がった部分の大きさＤを、裏面シート３を介して外側から
目視にて確認できる。また、この治療パッド１の吸収性シート４を２枚の吸収性拡散シー
ト11,12と１枚の吸収性保持シート13との計３枚のシートで構成したことにより、創傷部
から滲出してくる血液または体液の量が多い場合の使用に適している。
【００３６】
　さらに、この治療パッド１の裏面シート３の不織布シート６の表面に、直交する縦方向
Ａおよび横方向Ｂのそれぞれに向けて一定間隔で直線Ｃが描かれて模様としての格子模様
７を形成したことにより、図３に示すように、この治療パッド１の吸収性シート４に吸収
されて保持された血液または体液の大きさＤを、裏面シート３の格子模様７と見比べて、
この吸収性シート４に保持された血液または体液の大きさＤの変化を観察していくことで
、この吸収性シート４による血液または体液の吸液量を容易に確認できるから、創傷部の
治癒の程度や様子を間接的に把握できる。
【００３７】
　また、この治療パッド１の吸収性シート４に吸収されて保持された血液または体液の大
きさＤを裏面シート３の格子模様７と見比べて、この血液または体液の大きさＤが格子模
様７のます目の個数でいくつの部分に掛かったら新しい治療パッド１に取り替えるなどと
医師や看護師が予め決めておくことにより、この格子模様７を治療パッド１の交換時期の
判断の目安として利用できる。したがって、この治療パッド１の取り替え時期が医師や看
護師の判断によって左右することなく、看護師の交代時に具体的に治療パッド１の交換状
況などを伝えなくて済む。
【００３８】
　さらに、この治療パッド１の吸収性シート４に吸収されて保持された血液または体液が
広がった部分の大きさＤを、裏面シート３の格子模様７のます目の個数で計測できるから
、この吸収性シート４にて保持された血液または体液の広がった部分の大きさＤを容易か
つ正確に確認できる。したがって、この吸収性シート４にて保持された血液または体液の
広がった部分の大きさＤを具体的に記録できるとともに、この吸収性シート４にて保持さ
れた血液または体液の吸液量をより容易かつ正確に確認できる。
【００３９】
　ここで、治療パッド１の表面シート２および裏面シート３のそれぞれが不織布シートの
場合には、この治療パッド１の表面および裏面の判断が容易ではなくなり、使用者が表面
と裏面とを間違えて使用してしまうおそれがあるが、この治療パッド１の裏面シート３の
表面に視覚的に確認できる格子模様７を形成したことにより、この治療パッド１の表面と
裏面との判断が容易になるから、この治療パッド１の誤った使用を防止できる。
【００４０】
　また、前記第１の実施の形態では、図１ないし図３に示すように、治療パッド１の裏面
シート３の不織布シート６の外面に格子模様７を形成したが、図４に示す第２の実施の形
態のように、治療パッド１の裏面シート３の不織布シート６の外面ではなく、この治療パ
ッド１の裏面シート３の合成樹脂シート５の外側に位置する外面に格子模様７を形成する
こともできる。
【００４１】
　この場合も、治療パッド１の裏面シート３の外側から吸収性シート４で吸収して保持し
た血液または体液の広がり具合を裏面シート３側から確認でき、これら血液または体液の
広がり具合を格子模様７と見比べることができるので、創傷部の治癒の程度や様子を間接
的に把握できるとともに、この格子模様７を治療パッド１の交換時期の判断の目安として
利用できる。
【００４２】
　さらに、図５に示す第３の実施の形態のように、吸収性シート４の最も外側に積層され
ている吸収性拡散シート11の外面に格子模様７を形成することもできる。この場合は、裏
面シート３の合成樹脂シート５および不織布シート６のいずれにも格子模様７が形成され
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ておらず、吸収性シート４の外側の吸収性拡散シート11の外面のみに格子模様７が形成さ
れている。
【００４３】
　なお、上記第１ないし第３の実施の形態では、治療パッド１の裏面シート３あるいは吸
収性シート４に形成した模様を格子模様７としたが、図６に示す第４の実施の形態のよう
に、治療パッド１の裏面シート３あるいは吸収性シート４に形成する模様を、縦方向Ａお
よび横方向Ｂのそれぞれに向けて一定の間隔、すなわち等間隔に点Ｅが記されて構成され
た点模様15とすることもできる。
【００４４】
　この場合も、図６に示すように、治療パッド１の裏面シート３の外側から吸収性シート
４で吸収して保持した血液または体液の広がり具合を点模様15と見比べて、この点模様15
で囲まれた領域の個数を数えることにより、創傷部の治癒の程度や様子を間接的に把握で
きるとともに、この点模様15を治療パッド１の交換時期の判断の目安として利用できる。
【００４５】
　さらに、治療パッド１の裏面シート３あるいは吸収性シート４に点模様15を形成したこ
とにより、この点模様15が裏面シート３あるいは吸収性シート４の全面に形成されても、
この点模様15は、シート全面に占める割合が格子模様７よりも少ないので、この格子模様
７の場合のような見た目の煩わしさなどを使用者などに感じさせることを少なくできる。
【００４６】
　また、図７に示す第５の実施の形態のように、治療パッド１の裏面シート３あるいは吸
収性シート４に形成する模様を、縦方向Ａおよび横方向Ｂのそれぞれに向けて一定の間隔
、すなわち等間隔に＋模様Ｆが記されて構成された十字模様16とすることもできる。
【００４７】
　この場合も、治療パッド１の裏面シート３の外側から吸収性シート４で吸収して保持し
た血液または体液の広がり具合を十字模様16と見比べて、この十字模様16を構成する各＋
模様Ｆで囲まれた領域の個数を数えることにより、創傷部の治癒の程度や様子を間接的に
把握できるとともに、この格子模様16を治療パッド１の交換時期の判断の目安として利用
できる。さらに、この十字模様16が裏面シート３あるいは吸収性シート４の全面に形成さ
れても、シート全面に占める割合が格子模様７よりも少ないので、見た目の煩わしさなど
を使用者などに感じさせることを少なくできる。
【００４８】
　さらに、図８に示す第６の実施の形態のように、治療パッド１の裏面シート３あるいは
吸収性シート４に設けられた格子模様７を、創傷部から滲出してくる血液あるいは体液に
触れて濡れると変色する物質で形成することもできる。この場合、この格子模様７を形成
する物質としては、例えばｐＨ指示薬としてのブロモフェノールブルー、メチルオレンジ
あるいはメチルレッドなどが配合された染料またはインクが適している。
【００４９】
　また、この格子模様７は、裏面シート３あるいは吸収性シート４のうち、創傷部から滲
出してくる血液または体液に触れて濡れる可能性のある位置であって、裏面シート３の外
側から目視した場合に視認しやすい位置に形成されていることが好ましい。よって、この
格子模様７を裏面シート３に形成する場合には、この裏面シート３の合成樹脂シート５の
内側に位置する内面に格子模様７を形成し、この格子模様７を吸収性シート４に形成する
場合には、この吸収性シート４の裏面側に吸収性拡散シート11の外面側の表面に格子模様
７を形成することが好ましい。
【００５０】
　この結果、治療パッド１の裏面シート３あるいは吸収性シート４に設けられた格子模様
７が、創傷部から滲出してくる血液あるいは体液に触れて濡れると変色するので、これら
血液あるいは体液が吸収性シート４に浸透して広がった部分の大きさＤが裏面シート３の
外側からの裏面シート３を介した目視で確認しにくい場合であっても、血液あるいは体液
で濡れた部分が変色するから、これら血液あるいは体液が吸収性シート４に浸透して広が
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った部分の大きさＤを容易に確認できる。
【００５１】
　さらに、図９に示す第７の実施の形態のように、裏面シート３および吸収性シート４の
少なくともいずれか一方の表面の全面に、血液あるいは体液に触れて濡れると発色する発
光剤を塗布することもできる。このとき、この発光剤を裏面シート３に塗布する場合は、
この裏面シート３の合成樹脂シート５の内側の表面に塗布し、この発光剤を吸収性シート
４に塗布する場合は、この吸収性シート４の外側の表面、すなわち裏面に塗布する。
【００５２】
　ここで、この発色剤としては、例えば食用青１号のような食品添加色素や、染料、顔料
などの水溶性色素剤、あるいはシリカゲルの微粉末のような不溶性発色剤などを用いるこ
とができる。
【００５３】
　すなわち、血液あるいは体液の色や裏面シート３の色合いなどによって、血液あるいは
体液が吸収性シート４に浸透して広がった部分の大きさＤを確認しにくい場合があるが、
この場合に血液あるいは体液に濡れると発色する発色剤を裏面シート３あるいは吸収性シ
ート４の表面に塗布することにより、これら裏面シート３あるいは吸収性シート４のうち
血液あるいは体液で濡れた部分が発色するから、これら血液あるいは体液が浸透して広が
った部分の大きさＤを目視にて容易かつ明確に確認できる。
【００５４】
　このとき、裏面シート３と吸収性シート４とを接着させる接着剤に、血液あるいは体液
に触れて濡れると発色する発色剤を配合することもできる。この場合は、これら裏面シー
ト３と吸収性シート４とを接着させる接着剤のうち、血液あるいは体液で濡れた部分が発
色するから、治療パッド１のうち血液あるいは体液が浸透して広がった部分の大きさＤを
目視にて容易かつ明確に確認できる。なお、この接着剤に配合した発色剤の代わりに、血
液あるいは体液に触れると変色する変色剤を配合することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す創傷被覆材の分解斜視図である。
【図２】図１に示す本発明の創傷被覆材の平面図である。
【図３】図１に示す本発明の創傷被覆材で体液を吸収した状態を示す平面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態を示す創傷被覆材の分解斜視図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態を示す創傷被覆材の分解斜視図である。
【図６】本発明の第４の実施の形態を示す創傷被覆材で体液を吸収した状態を示す平面図
である。
【図７】本発明の第５の実施の形態を示す創傷被覆材の平面図である。
【図８】本発明の第６の実施の形態を示す創傷被覆材で体液を吸収した状態を示す平面図
である。
【図９】本発明の第７の実施の形態を示す創傷被覆材で体液を吸収した状態を示す平面図
である。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　創傷被覆材としての治療パッド
　２　　表面シート
　３　　裏面シート
　４　　吸液性シートとしての吸収性シート
　７　　模様としての格子模様
　11,12　　吸収性拡散シート
　13　　吸収性保持シート
　15　　模様としての点模様
　16　　模様としての十字模様
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